
安城市都市計画税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和８年３月３１日 

 

安城市長 三 星 元 人 

 

安城市規則第２９号 

 

安城市都市計画税条例施行規則の一部を改正する規則 

 

安城市都市計画税条例施行規則（昭和４４年安城市規則第１３号）の一部を次の

ように改正する。 

第４条中「都市計画税（改修実演芸術公演施設）減額申告書」を「都市計画税（

改修特別特定建築物）減額申告書」に改める。 

別記様式を次のように改める。 
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 別記様式（第４条関係） 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別記様式の規定は、令和９年度以後の年度分の都市計画税について適

用し、令和８年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

 


